
 

 

  

１月の庁内分科会以降に検討 

１月の庁内分科会以降に検討 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 

（１）社会経済環境の変化に対応する産業の振興 

① 中小企業等への支援及び商店街振興の推進 

 中小企業等が発展するために必要な技術力向上の支援を、商工会議所などと連携し

て取り組みます 

 商店街の活性化に向けた取組や他団体との連携した取り組みなどを支援し、商店街

への誘客を図ります 

 

② 新たな仕組みによる産業振興の推進（重点戦略２－⑤） 

 創業支援事業を実施し、産学官連携を軸に民間との連携を進め、創業者が事業を継

続できる取り組みを実施します 

 地域未来投資促進法や生産性向上特別措置法などの国・都の制度を有効的に活用し、

産業の振興に取り組みます 

 

③ 企業誘致の推進（重点戦略３－⑦、３－⑧） 

 事業用定期借地の期限が到達する土地やニュータウン再生により創出される可能性

のある用地などの動向を注視しつつ、新たな企業誘致に取り組みます。また、サテラ

イトオフィスなどビジネス支援施設の充実により、職住近接のまちづくりを進めます 

 

④ 就労支援の推進 

 国・東京都と連携して、永山ワークプラザの運営、就労支援セミナーや就職説明会

などの充実に取り組むとともに、産業振興を図ることにより雇用機会の創出に努めま

す 

 

施策 D1-1 産業振興による地域経済の活性化の推進 



 

 

  

１月の庁内分科会以降に検討 

１月の庁内分科会以降に検討 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

（１）地域資源を活かした魅力発信 

① 観光資源を発掘・活用し、まちの魅力を発信 

 日本一長い遊歩道やよこやまの道などの地域資源を活用し、新たな観光資源の発掘

に努めます。また、フィルムコミッション事業を市民団体と協働して実施し、ロケ受

け入れ場所の確保の調整をするとともに、撮影資源を観光資源として活用・発信し、

まちの魅力を高めます 

 

（２）新たな観光ニーズへの対応 

① 東京オリンピック・パラリンピック大会を契機とした取り組み 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会などを契機に、訪日外国人観

光客の誘客を図るため、近隣市や事業者などと連携した取り組みを進めます。また、

本市も会場となるロードレース競技のレガシーを活用した取り組みも進めます 

 

② 担い手づくりの推進 

 （仮称）多摩市観光振興協議会を設立し、企業や団体等と連携した取り組みを行う

とともに、今後の多摩市の観光施策について意見交換を行い、中長期的な視点をもっ

た観光振興を展開します 

 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 



 

  

１月の庁内分科会以降に検討 

１月の庁内分科会以降に検討 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

（１）魅力・活力ある都市農業の展開 

① 農業経営の安定化と担い手の育成 

 農家の収益向上のため、収益性の高い農産物導入や市内で地場野菜を購入しやすく

する環境を整備します 

 担い手となる農業者の減少に歯止めをかけるため、若手後継者への動機付けや若手

認定農業者の発掘に取り組みます。また、援農ボランティア制度の確立など、農業者

を支える仕組み作りを行います 

 

② 農地の保全と活用 

 農地の減少が進む中、生産緑地法や都市農地の貸借の円滑化に関する法律など、農

地に関する新しい制度が制定されているため、農地保全を目的とした、家庭菜園や市

民農園の民間参入を視野に入れた取り組みを検討します。また、農地の多面的機能の

活用として、農福連携や防災協力農地制度の検討も行います 

 

③ 農ある地域づくり 

 農業者と市民がともに支え合う都市農業のために、職場体験の受入や食育授業への

協力といった学校教育との連携や、地場野菜の学校給食への供給、田植えイベントな

どを実施し、多摩市農業の PRに取り組み、情報発信の強化を進めます 

 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 
施策 D1-3 都市農業の振興による農あるまちづくりの推進 



 

１月の庁内分科会以降に検討 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 

（１）自然環境の保全 

① 緑地、里山など既存樹林、水環境の保全（重点戦略２－④） 

 みどりの基本計画の守るべきみどりの骨格を基本方針とし、民有樹林地を含めたま

とまりやつながりのあるみどりの保全育成に取り組みます 

 都市における貴重な水環境の保全するため、水辺の楽校の活動や自然観察会などを

通じて、水の持つ耐用性をするとともに、河川環境の維持改善に努め、湧水や水路を

保全します 

 道路の舗装に雨水が浸透する構造を用いるとともに、雨水の排除については、地下

水の涵養を図りながら河川への流出抑制に努めます 

  

② 生物多様性の保全（重点戦略２－④） 

 「多摩市みどりのルネッサンス」への取組みや、今後改定を予定している「多摩市

みどりと環境基本計画」の中で、地域の自然的社会的条件に応じた施策を推進します 

 

（２）良好な都市環境の創出 

① 市民協働による持続可能なみどりの構築（重点戦略２－④） 

 「多摩市みどりのルネッサンス」への取組みとして、「愛でるみどり」から「関わ

るみどり」へ転換していく運動を市民協働で進め、市民の関わりによる公園緑地の改

善や育成管理の体制づくりなどを一体的に進めます 

  

② まちの環境美化の推進（重点戦略２－④） 

 まちの環境美化条例の浸透を図るとともに、市民、自治会、管理組合及び事業者な

どが主体となり、まちの環境美化の取り組みを市内全域に拡げていきます 

  

③ 健康に暮らせる生活環境の確保（重点戦略２－④） 

 良好な生活環境を保全するため、大気環境・河川水質の調査のほか、事業所等に対

する啓発、指導を実施します 

  

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 



 

施策の目指す姿 

１月の庁内分科会以降に検討 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

（１）地球温暖化対策の取組 

① 環境負荷低減対策の推進 

 将来に渡り持続可能なまちであり続けるため、省エネルギーの推進と再生可能エネル

ギーの普及に向けた取り組みを進めるとともに、環境負荷の低減に関する教育・啓発活

動を地域や学校及び事業者等と連携して推進します 

 工場・事務所からの二酸化炭素排出量の削減を促進するため、市・都・国の制度を活

用した啓発活動を推進します 

 

② 自動車交通の合理的な利用の推進 

 自家用車に依存しすぎないライフスタイルへの転換を図るため、徒歩や自転車の利用

環境を整備するとともに公共交通機関の利用を促進します 

 自動車交通を円滑化してエネルギー資源が効率的に活用できる都市構造を構築する

ため、南多摩尾根幹線道路の整備について東京都と協議を進め、早期の実現を図ります 

 

③ 公共施設におけるエネルギー対策 

 二酸化炭素の排出が少ない低炭素社会や公共施設全体の省エネルギー化を進めるた

め、改修等にあわせて、再生可能エネルギー等の活用を進めます 

 経済性に配慮しつつ、公共施設の省エネルギー機器への転換を推進します 

 



 

 

施策の目指す姿（４Ｒの視点を追加） 

１月の庁内分科会以降に検討 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

（１）環境負荷の少ない循環型社会の構築 

① 廃棄物・資源の適正処理と生活環境の維持（重点戦略２－④） 

 市民生活の中で必ず発生する廃棄物や資源について、安全で安定したごみ収集、中

間処理、最終処分を行い、衛生的で快適な生活環境を確保します 

 

② ごみ減量・資源化の推進（重点戦略２－④） 

 資源化率の目標達成に向けて、家庭系ごみからの資源分別の徹底、粗大ごみの削減、

剪定枝等の資源化を行い、資源化を推進します 

 事業系ごみの削減へ向け、搬入物検査とともに、事業所への啓発を行います 

  

③ 循環型社会の構築（重点戦略２－④） 

 ４Ｒ運動を市民、事業者及び市がともに推進し、生ごみ処理機器の普及対策、レジ

袋削減、食品ロス削減などの対策を行います 

 

  

循環型社会の構築 



 

施策の目指す姿 

１月の庁内分科会以降に検討 

３．主な施策の方向性と今後４年間の重点的な取り組み 

１月の市民ＷＳ以降に検討 

※内部検討の必要があれば、庁内分科会を開催 

（１）地域活動と連携した環境保全の展開 

① 市民・企業・行政の相互連携による環境保全活動の推進 

 多様な主体が連携した環境保全活動を推進するため、水辺の楽校など各主体が協働

する機会を拡充します 

 環境保全活動をより身近なものにするため、市民のネットワークを拡大するととも

に、事業者との連携も進めていきます 

 

② 環境を支える人材の育成と拠点の更なる活用 

 市内大学、市民団体、市の三者連携で管理運営するグリーンライブセンターをみど

りのボランティアの育成と市民協働の活動拠点として更なる活用を図ります 

 市民による市民のための活動を活性化させるため、市内の雑木林の保全管理を市民

協働で進めている多摩グリーンボランティア森木会や市民環境会議等の人材育成を支

援します 

 「みどりのルネッサンス」の取り組みや公園改修を契機に公園等の維持管理につい

て自治会等に呼びかけ話し合う場をつくり、みどりを通じたコミュニティづくり等を

支援します 

 子どもから大人まで生涯を通じて環境にやさしい活動をする人を育てるため、持続

発展教育・ESD の一環に位置づけられる「身のまわりの環境地図作品展」の取り組

みをはじめ、学校・地域など様ざまな場で環境教育・環境学習を進めます 

 

③ 環境に関する情報発信の充実 

 環境への関心や市民協働の取り組みを向上させるためには、様ざまな情報が適切に

提供されていることが重要です。市民協働の取組み状況や講座・イベント等の環境活

動に関する情報、環境の安全性に関する生活環境情報、環境施策の実施状況など、環

境に関する情報発信を充実していきます 

  

 


